
個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定め

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和７年１２月２３日 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市条例第５５号 

 

   個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人 

   等を定める条例の一部を改正する条例 

個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定め

る条例(平成２４年相模原市条例第６１号)の一部を次のように改正する。 

別表特定非営利活動法人福祉協会しろやまの項中「令和３年１月１日から令和７

年１２月３１日まで」を「令和８年１月１日から令和１２年１２月３１日まで」に

改める。 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日前に特定非営利活動法人福祉協会しろやまに対して支出さ

れた寄附金について相模原市市税条例(平成１６年相模原市条例第７号)第１３条

の２第２項の規定を適用する場合にあっては、改正前の別表特定非営利活動法人

福祉協会しろやまの項の規定は、なおその効力を有する。 

 


